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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定測定対象のための試験紙に試料を供給することによって現れる色と、前記特定測定
対象の所定数の基準濃度のそれぞれについて試験紙に現れる前記所定数の基準色との、所
定の表色系における色差を取得する色差取得手段と、
　前記所定数の色差のうち最も色差の値が小さい基準色に対応する、前記特定測定対象の
前記基準濃度を色差最小基準濃度として特定する特定手段と、
　前記色差取得手段によって取得された色差を用いて、異常呈色状態の有無を判定する異
常呈色状態判定手段と、
　を有する分析装置。
【請求項２】
　前記色差取得手段が、
　前記特定測定対象のための試験紙に試料を供給することによって現れる色を、所定の表
色系における座標値として測定する手段と、
　前記所定の表色系における、前記所定数の基準色の座標値と測定された前記座標値との
色差を算出する手段と、
　を有する請求項１記載の分析装置。
【請求項３】
　前記色差取得手段が、
　前記特定測定対象のための試験紙に試料を供給することによって現れる色をＲＧＢ値と
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して測定する手段と、
　測定された前記ＲＧＢ値を、所定の表色系における座標値に変換する手段と、
　前記所定の表色系における、前記所定数の基準色の座標値と変換された前記座標値との
色差を算出する手段と、
　を有する請求項１記載の分析装置。
【請求項４】
　前記色差取得手段が、
　前記特定測定対象のための試験紙に試料を供給することによって現れる色を三刺激値と
して測定する手段と、
　測定された前記三刺激値を、所定の表色系における座標値に変換する手段と、
　前記所定の表色系における、前記所定数の基準色の座標値と変換された前記座標値との
色差を算出する手段と、
　を有する請求項１記載の分析装置。
【請求項５】
　前記異常呈色状態判定手段が、
　前記最も色差の値が小さい基準色と前記試験紙に現れる色との色差が閾値以下であるか
否かに応じて、前記異常呈色状態の有無を判定する手段、
　を含む請求項１記載の分析装置。
【請求項６】
　前記異常呈色状態判定手段が、
　前記所定数の基準色のうち前記色差最小基準濃度に隣接する前記特定測定対象の前記基
準濃度に対応する基準色であって且つ前記試験紙に現れる色との色差がより小さい基準色
を第２基準色として特定する手段と、
　前記最も色差の値が小さい基準色と前記試験紙に現れる色と前記第２基準色とを用いて
所定の判定値を算出し、当該所定の判定値が閾値以下であるか否かに応じて、異常呈色状
態の有無を判定する手段と、
　を含む請求項１記載の分析装置。
【請求項７】
　前記異常呈色状態判定手段が、
　前記所定数の基準色のうち前記色差最小基準濃度に隣接する前記特定測定対象の前記基
準濃度に対応する基準色であって且つ前記試験紙に現れる色との色差がより小さい基準色
を第２基準色として特定する手段と、
　前記所定の表色系において、前記試験紙に現れる色の座標から、前記最も色差の値が小
さい基準色の座標と前記第２基準色の座標とを通る直線への最短距離を算出し、当該最短
距離が閾値以下であるか否かに応じて、異常呈色状態の有無を判定する判定手段と、
　を含む請求項１記載の分析装置。
【請求項８】
　前記判定手段が、
　前記最も色差の値が小さい基準色と前記試験紙に現れる色との色差、前記最も色差の値
が小さい基準色と前記第２基準色との色差と、前記第２基準色と前記試験紙に現れる色と
の色差から、前記最短距離を算出する手段
　を有する
　請求項７記載の分析装置。
【請求項９】
　前記異常呈色状態の有無及び前記色差最小基準濃度を出力する手段
　をさらに含む請求項１記載の分析装置。
【請求項１０】
　特定測定対象のための試験紙に試料を供給することによって現れる色と、前記特定測定
対象の所定数の基準濃度のそれぞれについて試験紙に現れる前記所定数の基準色との、所
定の表色系における色差を求め、
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　前記所定数の色差のうち最も色差の値が小さい基準色に対応する、前記特定測定対象の
前記基準濃度を前記試料の濃度として特定し、
　求められた前記色差を用いて、異常呈色状態の有無を判定する
　ことを特徴とする試料中の濃度測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試験紙の分析装置及び測定又は分析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば尿などの試料中における測定対象物質の濃度を測定するために、試験
紙が用いられていた。試験紙には、測定対象物質と反応して呈色する試薬が含浸されてお
り、測定時に試験紙に試料を供給、より具体的には例えば試験紙を試料中に浸漬するか、
試験紙上に試料を滴下すること等によって、試験紙内の試薬と測定対象物質とによる呈色
反応を所定時間進行させる。試料中の測定対象物質の濃度に応じて呈色（度）が異なるた
め、基準濃度に対応する色が列挙された色調表を参照し、試験紙の呈色度合いに最も近い
色に対応する基準濃度を特定する。一般的には、基準濃度は離散的でありランク分けされ
ているので、このような色の比較を以下ランク判定と呼ぶ。
【０００３】
　試験紙は、被測定物質の濃度に応じた色の変化が、人間の目で検出されやすいように構
成されている。但し、個人差（人間の目の感度、視力等）や目視による分析条件［例えば
光源の違い、背景色（対比効果）、分析（観察）方向、光の当たる方向（光源の位置）、
試験紙（呈色試験片）の面積（面積効果）等］の影響などを除去し、さらに検査効率の向
上を図るため分析装置が導入されてきている。しかし、従来の装置では、人間の目で検出
される色の比較という思想がなかったため、反射率を測定したり、ＲＧＢ値を測定して、
所定の閾値との比較でランク判定を行っており、本来色で表される多くの情報のうち一部
の情報でしか判定を行っていない。そのため、試験紙本来の精度でランク判定できない場
合や目視判定と結果に違いが生じる場合があった。
【０００４】
　このため一時的に分析装置専用の試験紙を導入する動きもあったが、これは検査現場の
要求に合致するものではなかった。なぜなら、分析装置専用の試験紙では人間の目で分析
装置の判定結果を検証することが難しいからである。そのため、検査現場では従来の試験
紙の方が、容易に検証できるので好ましいとされている。
【０００５】
　なお、特開平１０－７３５３４号公報には、正確な定量結果を得るための呈色物定量装
置が開示されている。具体的には、定量対象である呈色物と共存呈色物が含まれる試験紙
に対して所定の分光分布を有する光を照射する光源と、試験紙載置台上に配置される試験
紙からの反射光像を電気信号に変換する撮像部とから測光装置を構成し、撮像部からの電
気信号と、予め測定された呈色物の色度座標及び共存呈色物の色度座標及び光源が出力す
る光の色度座標に基づき、試験紙からの反射光に含まれる呈色物からの反射光成分の光量
を算出し、算出した光量に基づき、呈色物の含量を求めるようにデータ処理装置を構成す
る。しかし、測定対象である試験紙全体からの反射光には、呈色物からの反射光以外に、
試験紙への照射光と全く同じ分光分布を有する反射光である鏡面反射光や、呈色物を除く
部分からの反射光が含まれており、呈色物からの反射光以外の反射光の影響を除去するた
めに、色の加法則を用いている。そして、この影響除去処理の後に得られる値と、呈色物
濃度が既知の試料に関する実験結果から定められた比例係数を含む２次式とから測定対象
の濃度を算出する。すなわち、色座標空間における距離によって基準濃度に対応する色と
比較するという観点は示されていない。
【０００６】
　さらに、特開平７－３５７４４号公報には、尿の着色状態を目視法と対応性のある三刺
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激値測定法により、客観性のある結果を機械的に求める技術が開示されている。具体的に
は、着色尿測定片（尿の着色を測定するためだけの試験片）および尿成分測定用試験片の
色彩および色差を測定することにより、着色尿および呈色反応の度合いを読み取る。三刺
激値測定器を校正後、着色尿測定片と尿成分測定用試験片に尿試料を供給し、試料が供給
された着色尿測定片の色彩を三刺激値測定器で読み取ることにより、尿の着色度を測定す
ると共に、着色尿測定片の色彩を基準にして試験紙片の色彩、即ち呈色度を分析する。こ
の公報では、色差を算出するのは、尿の着色の影響を補正するためであって、算出された
色差を直接ランク判定に用いることはできない。また、この色差を用いてどのように補正
するかは本公報中明らかではなく、実際このような色差では正しい呈色度合いを得ること
は不可能であるため、本公報記載の技術は実施できない。
【特許文献１】特開平１０－７３５３４号公報
【特許文献２】特開平７－３５７４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このように従来技術では、従来から用いられている試験紙の呈色状態について、人間が
行ってきたような基準色との類似／非類似の判定を行っておらず、人間による判定結果と
乖離が生じやすいという問題がある。また、上記公報記載の技術では、検査現場の人間が
行ってきたような基準色との類似／非類似の判定が、物体の色を表す表色系においてどの
ような演算又はデータに相当するのかという観点が欠けており、従来から用いられている
試験紙の、人間によるランク判定とは異なる原理を用いて判定しており、人間による判定
結果と乖離が生じやすくなる。
【０００８】
　従って、本発明の目的は、試験紙の呈色状態のランク判定を人間による判定との乖離を
低減させつつ自動的に実施し得る分析装置及び測定又は分析方法を提供することである。
【０００９】
　また、本発明の他の目的は、試験紙に異常な呈色が生じているか否かを自動的に判断す
ることができる分析装置及び測定又は分析方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る分析装置は、特定測定対象のための試験紙に試料を供給することによって
現れる色と、特定測定対象の所定数の基準状態のそれぞれについて試験紙に現れる所定数
の基準色との、所定の表色系における色差を取得する色差取得手段と、所定数の色差のう
ち最も色差の値が小さい基準色に対応する基準濃度を色差最小基準濃度として特定する特
定手段とを有する。
【００１１】
　このように色座標空間における距離に相当する色差を基に、距離の遠近に相当する基準
色との類似／非類似を判定することによって、人間による判定との乖離を低減させること
ができる。
【００１２】
　また、上で述べた色差取得手段は、特定測定対象のための試験紙に試料を供給すること
によって現れる色を、所定の表色系における座標値として測定する手段と、所定の表色系
における、所定数の基準色の座標値と測定された上記座標値との色差を算出する手段とを
有するようにしてもよい。例えば、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系における色度座標値をそのまま測
定できる装置を用いる場合には、このような構成となる。
【００１３】
　さらに、上で述べた色差取得手段は、特定測定対象のための試験紙に試料を供給するこ
とによって現れる色をＲＧＢ値として測定する手段と、測定されたＲＧＢ値を、所定の表
色系における座標値に変換する手段と、所定の表色系における、所定数の基準色の座標値
と変換された上記座標値との色差を算出する手段とを有するようにしてもよい。例えば、
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イメージセンサを用いる場合には、このような構成となる。
【００１４】
　また、上で述べた色差取得手段は、特定測定対象のための試験紙に試料を供給すること
によって現れる色を三刺激値として測定する手段と、測定された上記三刺激値を、所定の
表色系における座標値に変換する手段と、所定の表色系における、所定数の基準色の座標
値と変換された座標値との色差を算出する手段とを有するようにしてもよい。例えば、三
刺激値測定装置を用いる場合には、このような構成となる。
【００１５】
　また、色差取得手段によって取得された色差を用いて、異常呈色状態の有無を判定する
異常呈色状態判定手段をさらに含むようにしてもよい。このようにすれば、試験紙に異常
な呈色が生じている可能性についてユーザに警告することができるようになる。
【００１６】
　このような異常呈色状態判定手段が、例えば上記最も色差の値が小さい基準色と試験紙
に現れる色との色差が閾値以下であるか否かに応じて、異常呈色状態の有無を判定する手
段を含むようにしてもよい。
【００１７】
　さらに、上で述べた異常呈色状態判定手段は、所定数の基準色のうち色差最小基準濃度
に隣接する特定測定対象の基準濃度に対応する基準色であって且つ試験紙に現れる色との
色差がより小さい基準色を第２基準色として特定する手段と、（１）最も色差の値が小さ
い基準色と（２）試験紙に現れる色と（３）第２基準色とを用いて所定の判定値を算出し
、当該所定の判定値が閾値以下であるか否かに応じて、異常呈色状態の有無を判定する手
段とを含むようにしてもよい。このように、第２基準色を併せて考慮して異常呈色状態が
発生していないかを判断することによって、妥当性の高い判定ができるようになる。
【００１８】
　なお、上で述べた異常呈色状態の有無の判定の２つの手法については、単独で使用して
もよいし、組み合わせて使用しても良い。
【００１９】
　また、上で述べた異常呈色状態判定手段は、所定数の基準色のうち色差最小基準濃度に
隣接する特定測定対象の基準濃度に対応する基準色であって且つ試験紙に現れる色との色
差がより小さい基準色を第２基準色として特定する手段と、所定の表色系において、試験
紙に現れる色の座標から、最も色差の値が小さい基準色の座標と第２基準色の座標とを通
る直線への最短距離を算出し、当該最短距離が閾値以下であるか否かに応じて、異常呈色
状態の有無を判定する判定手段とを含むようにしてもよい。
【００２０】
　さらに、上で述べた判定手段は、最も色差の値が小さい基準色と試験紙に現れる色との
色差、最も色差の値が小さい基準色と第２基準色との色差と、第２基準色と試験紙に現れ
る色との色差から、上記最短距離を算出する手段を有するようにしてもよい。
【００２１】
　上記最短距離は、試験紙に現れる色が基準色とあまり類似していない場合には、大きな
値となる。従って、このような処理を実施することによって、不適切な呈色状態が生じて
いないか判断することができる。
【００２２】
　さらに、異常呈色状態の有無及び色差最小基準濃度を出力する手段をさらに含むように
してもよい。これによってユーザは分析装置の出力を適切に利用できるようになる。
【００２３】
　また、本発明の測定方法は、特定測定対象のための試験紙に試料を供給することによっ
て現れる色と、特定測定対象の所定数の基準濃度のそれぞれについて試験紙に現れる所定
数の基準色との、所定の表色系における色差を取得する色差取得ステップと、所定数の色
差のうち最も色差の値が小さい基準色に対応する、特定測定対象の基準濃度を色差最小基
準濃度として特定する特定ステップとを含む。
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【００２４】
　上で述べた色差取得ステップが、特定測定対象のための試験紙に試料を供給することに
よって現れる色を、所定の表色系における座標値として測定するステップと、所定の表色
系における、所定数の基準色の座標値と測定された上記座標値との色差を算出するステッ
プとを含むようにしても良い。
【００２５】
　また、上で述べた色差取得ステップが、特定測定対象のための試験紙に試料を供給する
ことによって現れる色をＲＧＢ値として測定するステップと、測定された上記ＲＧＢ値を
、所定の表色系における座標値に変換するステップと、所定の表色系における、所定数の
基準色の座標値と変換された上記座標値との色差を算出するステップとを含むようにして
もよい。
【００２６】
　さらに、上で述べた色差取得ステップが、特定測定対象のための試験紙に試料を供給す
ることによって現れる色を三刺激値として測定するステップと、測定された上記三刺激値
を、所定の表色系における座標値に変換するステップと、所定の表色系における、所定数
の基準色の座標値と変換された上記座標値との色差を算出するステップとを含むようにし
ても良い。
【００２７】
　また、上で述べた色差取得ステップにおいて取得された色差を用いて、異常呈色状態の
有無を判定する異常呈色状態判定ステップをさらに含むようにしてもよい。
【００２８】
　さらに、上で述べた異常呈色状態判定ステップが、最も色差の値が小さい基準色と試験
紙に現れる色との色差が閾値以下であるか否かに応じて、異常呈色状態の有無を判定する
ステップを含むようにしてもよい。
【００２９】
　また、上で述べた異常呈色状態判定ステップが、所定数の基準色のうち色差最小基準濃
度に隣接する特定測定対象の基準濃度に対応する基準色であって且つ試験紙に現れる色と
の色差がより小さい基準色を第２基準色として特定するステップと、最も色差の値が小さ
い基準色と試験紙に現れる色と第２基準色とを用いて所定の判定値を算出し、当該所定の
判定値が閾値以下であるか否かに応じて、異常呈色状態の有無を判定するステップとを含
むようにしてもよい。
【００３０】
　さらに、上で述べた異常呈色状態判定手段が、所定数の基準色のうち色差最小基準濃度
に隣接する特定測定対象の基準濃度に対応する基準色であって且つ試験紙に現れる色との
色差がより小さい基準色を第２基準色として特定するステップと、所定の表色系において
、試験紙に現れる色の座標から、最も色差の値が小さい基準色の座標と第２基準色の座標
とを通る直線への最短距離を算出し、当該最短距離が閾値以下であるか否かに応じて、異
常呈色状態の有無を判定する判定ステップとを含むようにしてもよい。
【００３１】
　また、上で述べた判定ステップが、最も色差の値が小さい基準色と試験紙に現れる色と
の色差、最も色差の値が小さい基準色と第２基準色との色差と、第２基準色と試験紙に現
れる色との色差から、最短距離を算出するステップを含むようにしてもよい。
【００３２】
　さらに、異常呈色状態の有無及び色差最小基準濃度を出力するステップをさらに含むよ
うにしてもよい。
【００３３】
　物理的な測定の部分を除き本発明にかかる方法をコンピュータに実行させるためのプロ
グラムを作成することができ、当該プログラムは、例えばフレキシブル・ディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、光磁気ディスク、半導体メモリ、ハードディスク等の記憶媒体又は記憶装置に
格納される。また、ネットワークを介してディジタル信号にて頒布される場合もある。な
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お、処理途中のデータについては、コンピュータのメモリ等の記憶装置に一時保管される
。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、試験紙の呈色状態のランク判定を人間による判定との乖離を低減させ
つつ自動的に実施することができるようになる。
【００３５】
　また本発明の他の側面によれば、試験紙に異常な呈色が生じているか否かを自動的に判
断することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　本発明において、試験紙とは、例えば尿検査、イムノクロマト検査、生化学検査、微生
物検査、ドライケミストリー等の分野で用いられるものであり、目的とする特定測定対象
の分析（測定）を行うための呈色し得る試験片（呈色試験片）そのものと、このような試
験片を１片以上有するものである。このような試験紙としては、吸収性担体（例えば、濾
紙、不織布、織物生地、編物生地、ガラス繊維濾紙、酢酸セルロース等からなるメンブラ
ンフィルター、無機物又は有機物粒子からなる連続空隙含有粒状構造物層等）の一部又は
全部に特定測定対象の分析（測定）を行うのに必要な試薬等を含浸させたもの、支持体（
例えばプラスチック、ナイロン、テフロン（登録商標）、ポリエチレン、ポリスチレン等
）に上記の如き試薬を含浸させた吸収性担体を貼着したもの等が挙げられる。また、試験
紙は、測定（分析）に必要な全ての試薬を含んでいるのが好ましい。このような試薬は公
知のものが使用可能である。分析に必要な全ての試薬とは、必要不可欠な試薬であり、そ
の他の試薬は目的に応じて適宜用いればよい。試薬は原則として全てを含浸、塗布、乾燥
させることにより吸収性担体に含有させる。尚、上記試験紙の材質、形状等はなんら制限
はなく、上記の如き分野で使用されるものであればよい。
【００３７】
　本発明は、上記の如き試験紙のなかでも尿検査に用いられる試験紙に特に有効である。
【００３８】
　本発明において、測定対象としては、尿中の各成分（例えば、蛋白質、潜血（ヘモグロ
ビン）、ｐＨ、ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、ブドウ糖、比重、亜硝酸塩、
白血球、アスコルビン酸、フェニルピルビン酸、バニルマンデル酸、電解質（Ｎａ、Ｋ、
Ｃｌ）、酵素（アミラーゼ、エステラーゼ等）等が挙げられる。また、これら以外に、尿
検査、イムノクロマト検査、生化学検査、微生物検査、ドライケミストリー等の分野で測
定（分析）される、酵素、脂質、無機イオン、代謝産物、タンパク質、例えば各種グロブ
リン、抗原、抗体等の生体由来成分、薬物、ホルモン、腫瘍マーカー、ＤＮＡ、ＲＮＡ等
、分析方法が確立されている測定対象が挙げられる。
【００３９】
　尚、本発明は、上記の如き測定対象のなかでも尿中の各成分の検査に用いられる試験紙
に特に有効である。
【００４０】
　本発明における試料としては、尿、糞便、喀たん等の排泄物、血液、血漿、血清、髄液
、胃液、胆汁等の体液、膿、皮膚由来物、各種細胞・組織由来物等の生体由来試料、水道
水、工場廃液、半導体用洗浄水、食品、飲料、医療器具等の洗浄前後の洗浄液等が挙げら
れる。なかでも、本発明は尿を試料とした場合に特に有効である。
【００４１】
　本発明において、基準濃度とは、測定対象濃度に関連付けられたもの（測定対象の濃度
に対応するもの）であって、当該関連に基づいて、試験紙に供給された試料中の測定対象
の濃度を算出するための基準となるものである。通常、基準濃度は、測定対象毎に適宜設
定され、２以上の複数の基準濃度が設定される。
【００４２】
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　基準濃度は、上記の如き測定対象の濃度、測定対象の特定の濃度範囲、及びこれら濃度
又は濃度範囲から設定されたランク（程度）が包含される。一般的には、基準濃度は特定
の濃度範囲に分割されたランクとして設定される。尚、本発明の濃度には、測定対象の濃
度自体の他に、比重値、ｐＨ値、酵素活性値も含まれる。
【００４３】
　従って、一般的に、測定対象は、試料中の測定対象自体の濃度として、試料中の測定対
象が含まれる特定の濃度範囲として、或いは試料中に含まれる測定対象のランク（程度）
として測定（分析）される。
【００４４】
　また、基準色とは、測定対象の上記の如き基準濃度を示す色を意味し、測定される試料
中の測定対象自体の濃度、試料中の測定対象が含まれる特定の濃度範囲、或いは試料中に
含まれる測定対象のランク（程度）等を決定するための標準として使用される。
【００４５】
　尚、基準色は、基準濃度に対応して測定対象毎に適宜設定され、その数も設定された基
準濃度に対応したものであり、通常は２以上の複数の基準色が設定される。
【００４６】
　このような基準色の色は、上記の如き所定数の基準濃度のそれぞれにおいて試験紙に現
れる基準となる色であり、例えば、既知濃度の測定対象を含有する標準液や試料等を用い
て実施された試験紙の呈色試験片の色、これを複数種の標準液や試料等に対して実施した
結果に基づいて設定された色等である。
【００４７】
　本発明において、所定の表色系とは、色差を算出することができる表色系を意味する。
このような表色系としては、例えばＬ＊ｕ＊ｖ＊表色系（ＣＩＥ１９７６）、Ｌ＊ａ＊ｂ
＊表色系（ＣＩＥ１９７６）、ハンターＬａｂ表色系等が挙げられる。従って、色差を算
出するために測定或いは変換される座標値としては、上記の如き表色系における座標値を
意味する。
【００４８】
　以下に、本発明の実施の形態を、尿試験紙を用いる場合を例に取り説明する。
【００４９】
　本発明の一実施の形態に係る分析装置１００の機能ブロック図を図１に示す。分析装置
１００は、例えば尿試験紙１０２の呈色状態のランク判定を自動的に行う装置であって、
表示装置やプリンタなどの出力装置及びタッチパネルやキーボードなどの入力装置を含む
入出力部１と、所定の制御、演算及び記録／記憶を行う情報処理部３と、光源５と検出部
７と試験紙載置部１１と白色校正用白色板１３と基準色色調表１５とレンズ等の光学系１
７とを含む測光系と、尿試験紙１０２の廃棄部２１と、搭載部分に配置されている尿試験
紙１０２を測定時に試験紙載置部１１に移動させ測定後に試験紙載置部１１から廃棄部２
１に移動させる搬送機構９と、試験紙に付着して装置内に持ち込まれる余剰試料を除去し
たり、測光系や搬送機構９の洗浄を行う洗浄機構１９とを有する。
【００５０】
　情報処理部３は、プロセッサ及びメモリなどの記憶装置を含むコンピュータハードウエ
アとプログラムの組み合わせによって実施され、入出力部１、光源５、検出部７、洗浄機
構１９、搬送機構９などの制御を行う。また、以下でも述べるが、白色校正用白色板１３
と基準色色調表１５とについても、搬送機構９又は他の移動機構によって、情報処理部３
の指示に従って、試験紙載置部１１に移動される場合もある。
【００５１】
　測光系の光源５には、例えばハロゲンランプ、発光素子［例えばＬＥＤ（Light-Emitti
ng Diode）、マルチタイプＬＥＤ等］、蛍光灯、白熱灯（例えばハロゲンランプ、タング
ステンランプ等）、メタルハライドランプ、キセノンランプ（キセノンフラシュランプ、
キセノンストロボランプ等）、ナトリウム灯、熱陰極放電管、冷陰極放電管などを用いる
ことができる。
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【００５２】
　また、測光系の検出部７には、例えばイメージセンサ、三刺激値測定装置、色彩・色差
計などを用いることができる。イメージセンサは、例えば各画素に対応する受光部が二次
元的に配置されており、各受光部が物体の反射光の強度をＲＧＢ成分のいずれかの電気信
号として出力するものである。三刺激値測定器は、人間の分光感度に相当する等色関数の
感度を持つセンサにより被測定物の色の三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を測定する装置である。
色彩・色差計は、以下で説明するＬ＊ａ＊ｂ＊表色系、Ｌ＊Ｃ＊Ｈ表色系などの各種表色
系で被測定物の反射光の色度座標を測定するか、又は基準色との色差を算出して出力する
装置である。
【００５３】
　上で述べたイメージセンサとしては、特に限定されないが、例えばカラーイメージセン
サやカラーフィルタと組み合わせたモノクロイメージセンサ等のイメージセンサ、例えば
ＣＣＤ（Charge-Coupled Device）イメージセンサ、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxi
de Semiconductor）イメージセンサ、ＶＭＩＳ（Threshold Voltage Modulation Image S
ensor）イメージセンサ等が挙げられる。またイメージセンサには、リニアイメージセン
サとエリアイメージセンサがあり、本発明にはいずれも使用可能である。
【００５４】
　さらに、測光系の試験紙載置部１１は、測定対象の尿試験紙１０２を測定する場所であ
り、その位置は、尿試験紙１０２の測定が最適条件（照度、照明の均一性などの条件が最
適）で行われるように、光源５、検出部７、さらに光学系１７の位置と共に相対的に決め
られる。尿試験紙１０２は、載置場所に載置された後、搬送機構９によってこの試験紙載
置部１１に搬送されるか、又は他の移動機構（ユーザによる設置を含む）によって試験紙
載置部１１に直接載置される。
【００５５】
　尚、試験紙載置部１１は、分析装置１００とは別体として、また一体として具備させて
もよい。即ち、分析装置１００から独立していても分析装置１００と一体となっていても
別体となっていてもよい。分析装置１００から独立している場合としては、例えば机や適
当な紙、板等の上面等、任意のものを試験紙載置部１１とする場合が挙げられる。
【００５６】
　なお、検出部７がイメージセンサの場合、情報処理部３で位置に関する画像処理を行う
ことにより、尿試験紙１０２、さらに尿試験紙１０２上の反応部である呈色試験片を検出
可能であることから、尿試験紙１０２の載置姿勢の制限は低くなる。一方、検出部７が三
刺激値測定装置や色彩・色差計の場合、呈色試験片の検出ができないことから、試験紙載
置部１１上における尿試験紙１０２の載置場所及び尿試験紙１０２の載置姿勢を、厳密に
制御する必要がある。
【００５７】
　また、白色校正用白色板１３は、例えば光源５や検出部７の経時的劣化、ロット間差、
温度等の環境条件による状態変化によるデータの変動、装置間差、機種間差等の照射光の
変化や装置間差等を補正するため、照射光に対する白色校正に用いられる。このような変
化に対応するため、白色校正用白色板１３は、尿試験紙１０２の呈色試験片と同等の測定
条件（照度、照明の均一性などの条件）の場所に、白色校正実施時に設置する必要がある
。例えば、白色校正用白色板１３を分析装置１００の特定の場所に内蔵させて白色校正を
行うか、或いは搬送機構９や他の移動機構（ユーザによる設置を含む）によって白色校正
用白色板１３を、試験紙載置部１１に載置して白色校正を行うようにする。尚、このよう
な補正は、測定毎や測定開始時或いは所定時間毎に実施してもよいが、光源５や検出部７
等の光学特性が安定であれば、補正値の変動が殆ど無いので、装置の電源投入時に補正を
行い、測定毎の補正を行わなくてもよい。また、白色校正用白色板１３は、基準色色調表
１５に組み込んで１つのものとしてもよい。
【００５８】
　さらに、基準色色調表１５は、測定対象物質の各基準濃度に対応する基準色が列挙され
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たものであり、測定対象の濃度を決定するため（例えばランク判定を行うため）の標準と
して使用される。また、基準色色調表１５を用いることにより、例えば光源５や検出部７
の経時的劣化、ロット間差、温度等の環境条件による状態変化によるデータの変動、装置
間差、機種間差等の照射光の変化や装置間差等を補正することもできる。基準色色調表１
５は、白色校正用白色板１３と同様に、基準濃度データ取得時には、尿試験紙１０２の呈
色試験片と同等の測定条件（照度、照明の均一性などの条件）の場所に設置する必要があ
る。この基準色の測定については、必ずしも尿試験紙１０２の測定毎に行う必要はなく、
測定開始時又は所定時間間隔で実施しても、或いは装置の電源投入時に実施しても良い。
また、例えば、基準色色調表１５を分析装置１００の特定の場所に内蔵させて測定を行う
か、或いは搬送機構９や他の移動機構（ユーザによる設置を含む）によって基準色色調表
１５を、試験紙載置部１１に載置して測定を行うようにする。
【００５９】
　尚、測定対象の濃度を決定する（例えばランク判定を行う）にあたっては、基準色色調
表１５を用いなくてもよく、後に述べるような公知の種々の方法により実施することもで
きる。しかしながら、上記の如き理由から、より正確な色彩を測定するためには基準色色
調表１５を用いる方が好ましい。
【００６０】
　搬送機構９には、ベルト方式、トレイ方式、プッシュ・バー方式などの方式を使用する
ことができる。また、連続搬送、間欠搬送のいずれであっても良い。
【００６１】
　尚、搬送機構９は、必ずしも必要ではなく、このような搬送機構９がない場合には、他
の移動機構（ユーザによる移動・設置を含む）によって試験紙を順次移動させればよい。
【００６２】
　尿試験紙１０２は、例えば図２（ａ）（上面図）及び図２（ｂ）（側面図）に示すよう
に、プラスチック薄板等からなる支持体１０２ｌと、当該支持体１０２ｌに貼付され且つ
ウロビリノーゲン、潜血、ビリルビン、ケトン体、ブドウ糖、蛋白質、アスコルビン酸等
の尿成分と反応して呈色する試薬、ｐＨや比重に対応して呈色する試薬等を含浸或いは塗
布した呈色試験片１０２ａ乃至１０２ｋとを有する。呈色試験片１０２ａ乃至１０２ｋの
素材は濾紙、繊維、セラミックス、プラスチック等、尿試料を適量保持出来るものであれ
ば材質、形状等なんら制限はないが、本実施の形態では従来用いられている物と同じであ
る。
【００６３】
　次に、図３Ａ乃至図１３を用いて、図１に示した分析装置１００の動作を説明する。ま
ず、ユーザは、尿試験紙１０２に試料（尿）を供給（浸漬又は滴下）しておく。分析装置
１００の情報処理部３は、白色校正処理を実施する場合には（ステップＳ１：Ｙｅｓルー
ト）、検出部７に対して分析装置１００の特定の場所に内蔵された白色校正用白色板１３
を用いた白色校正処理を実施させるか（ステップＳ３）、或いは搬送機構９又は他の移動
機構によって（場合によってはユーザによって）、白色校正用白色板１３を試験紙載置部
１１にセットさせ、検出部７に対して白色校正処理を実施させる（ステップＳ３）。この
白色校正処理については、光源５その他の変動に対する校正処理であって、周知の処理な
のでこれ以上述べない。また、光源５及び検出部７が光学的に十分安定であれば、尿試験
紙１０２毎に実施する必要はなく、例えば測定日における最初の尿試験紙１０２の測定前
又は所定時間間隔で実施すればよい。このように今回は白色校正処理を実施しない場合に
は（ステップＳ１：Ｎｏルート）、ステップＳ５に移行する。
【００６４】
　次に、情報処理部３は、基準色色調表１５における各測定対象物質の各基準濃度（例え
ばランク等）の色度座標を今回取得する場合には（ステップＳ５：Ｙｅｓルート）、検出
部７に基準色色調表１５における各測定対象物質の各基準濃度（例えばランク等）を示す
色を測定させ、検出部７から測定結果を受け取り、メインメモリ等の記憶装置に格納する
（ステップＳ７）か、或いは搬送機構９又は他の移動機構によって（場合によってはユー
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ザによって）、基準色色調表１５を試験紙載置部１１にセットさせ、検出部７に基準色色
調表１５における各測定対象物質の各基準濃度（例えばランク等）を示す色を測定させ、
検出部７から測定結果を受け取り、メインメモリ等の記憶装置に格納する（ステップＳ７
）。測定結果は、検出部７の機能によって異なるため、具体的には、尿試験紙１０２の各
呈色試験片の測定と共に説明する。
【００６５】
　尚、上記ステップＳ３において、基準色色調表１５における各測定対象物質の各基準濃
度（例えばランク等）を示す色の測定は、基準色色調表１５を用いる代わりに、例えば既
知濃度の測定対象を含有する標準液等を用いて、以下で述べる尿試験紙１０２の各呈色試
験片の測定と同様に実施された呈色試験片（対照）の色を測定してもよい。ここで、標準
液としては、通常、異なる濃度を含有する複数の標準液が使用される。
【００６６】
　また、基準色色調表１５や標準液の測定自体も必ずしも測定毎に必要というわけではな
く、例えば基準色色調表１５おける各測定対象物質の各基準濃度（例えばランク等）を示
す色や標準液等を用いて実施された呈色試験片（対照）の色に相当する測定値（例えばＬ
＊ａ＊ｂ＊表色系の色度座標等）を、予めメインメモリ等の記憶装置に格納しておいても
よい。尚、このように予め記憶装置に格納させておき、そのデータを用いる場合、すなわ
ち基準濃度の色度座標を今回取得しない場合には（ステップＳ５：Ｎｏルート）、ステッ
プＳ１３に移行する。なお、予めメインメモリ等の記憶装置に格納しておく測定値は、Ｒ
ＧＢ値、三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）であることもあるが、その場合にはステップＳ１１を実
施する必要がある。
【００６７】
　さらに、情報処理部３は、ステップＳ７でＬ＊ａ＊ｂ＊表色系における色度座標が測定
されていない場合には（ステップＳ９：Ｎｏルート）、測定結果から、基準色色調表１５
における各測定対象物質の各基準濃度（例えばランク等）に対応する色度座標［又は、異
なる濃度を含有する複数の標準液を用いて実施された呈色試験片（対照）から得られた各
基準濃度（例えばランク等）に対応する色度座標］を算出し、例えばメインメモリ等の記
憶装置に格納する（ステップＳ１１）。本実施の形態では、これに限定されるものではな
いが、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系における色度座標を算出する。但し、この処理自体、検出部７
の機能によって異なるため、具体的には尿試験紙１０２の各呈色試験片についての色度座
標の算出と共に説明する。尚、ステップＳ７でＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の色度座標が測定され
ている場合には（ステップＳ９：Ｙｅｓルート）、ステップＳ１３に移行する。
【００６８】
　但し、この処理を実施すると、例えば図４に示すようなデータが、情報処理部３のメイ
ンメモリ等の記憶装置に格納される。これが色差を算出する基準となる。図４（ａ）にお
いては、蛋白質の基準値（基準濃度）が６段階（ランク）で規定されており、それぞれに
色度座標が登録されている。図４（ｂ）においては、潜血（ヘモグロビン）の基準値（基
準濃度）が４段階（ランク）で規定されており、それぞれに色度座標が登録されている。
さらに、図４（ｃ）においては、ｐＨの基準値（基準濃度）が５段階（ランク）で規定さ
れており、それぞれに色度座標が登録されている。図示していないが、ウノビリノーゲン
については、５段階（ランク）で基準値（基準濃度）が規定されており、それぞれに色度
座標が登録されている。ビリルビンについては、４段階（ランク）で基準値（基準濃度）
が規定されており、それぞれに色度座標が登録されている。ケトン体については、４段階
（ランク）で基準値（基準濃度）が規定されており、それぞれに色度座標が登録されてい
る。ブドウ糖については、５段階（ランク）で基準値（基準濃度）が規定されており、そ
れぞれに色度座標が登録されている。比重については、９段階（ランク）で基準値（基準
濃度）が規定されており、それぞれに色度座標が登録されている。亜硝酸塩については、
３段階（ランク）で基準値（基準濃度）が規定されており、それぞれに色度座標が登録さ
れている。白血球については、４段階（ランク）で基準値（基準濃度）が規定されており
、それぞれに色度座標が登録されている。アスコルビン酸については、３段階（ランク）
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で基準値（基準濃度）が規定されており、それぞれに色度座標が登録されている。尚、上
記のような各測定対象における基準値（基準濃度）の段階（ランク）数は特に決まったも
のではなく、自由に設定することができる。
【００６９】
　なお、この段階までに、入出力部１を介して、測定対象の試験紙１０２のＩＤなどを入
力しておき、以下の処理で特定される判定結果（ランク）と対応付けられるようにしてお
く。
【００７０】
　また、情報処理部３は、搬送機構９に、試料が供給され且つ所定時間経過した尿試験紙
１０２を試験紙載置部１１に搬送させる（ステップＳ１３）。そして、情報処理部３は、
検出部７に、尿試験紙１０２の測定を実施させ、検出部７から測定結果を受け取り、メイ
ンメモリ等の記憶装置に格納する（ステップＳ１５）。尿試験紙１０２の呈色試験片毎に
測定を実施する。
【００７１】
　検出部７がイメージセンサの場合には、測定対象についてＲＧＢの値を測定する。ステ
ップＳ７では、基準色色調表１５において各測定対象物質の各基準濃度（例えばランク等
）に対応する色のＲＧＢ値が測定され、ステップＳ１５では、尿試験紙１０２の各呈色試
験片の色のＲＧＢ値が測定される。
【００７２】
　検出部７が三刺激値測定装置の場合には、測定対象について三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を
測定する。ステップＳ７では、基準色色調表１５において各測定対象物質の各基準濃度（
ランク等）に対応する色の三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）が測定され、ステップＳ１５では、尿
試験紙１０２の各呈色試験片の色の三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）が測定される。
【００７３】
　検出部７が色彩・色差計の場合には、測定対象について例えばＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の色
度座標が直接測定される。すなわち、ステップＳ７を実施すればステップＳ１１を実施す
ることなくステップＳ１３に移行し、ステップＳ１５を実施すれば、ステップＳ１７でＬ
＊ａ＊ｂ＊色度座標を測定したということで（ステップＳ１７：Ｙｅｓルート）、端子Ａ
を介して図３ＢのステップＳ２１に移行する。さらに、色彩・色差計が、色差を出力でき
る場合には、図３ＡのステップＳ１９及び図３ＢのステップＳ２１をもスキップされてス
テップＳ２３に移行する。具体的には以下で詳細に説明するが、基準色色調表１５におい
て、測定対象物質毎に、各基準濃度（例えばランク等）に対応する色の色度座標と、当該
測定対象物質の呈色試験片の色の色度座標との色差が出力される。なお、必要に応じて各
基準濃度に対応する色度座標を出力する場合もある。
【００７４】
　一方、ステップＳ１５でＬ＊ａ＊ｂ＊色度座標を測定されたわけではない場合には（ス
テップＳ１７：Ｎｏルート）、情報処理部３は、ステップＳ９で測定された尿試験紙１０
２の各呈色試験片の測定結果から、所定の表色系における色度座標を算出し、例えばメイ
ンメモリ等の記憶装置に格納する（ステップＳ１９）。
【００７５】
　ＲＧＢ値が測定された場合には、ＲＧＢ値から例えば三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を算出し
、三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を所定の表色系の色度座標に変換する。三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ
）が測定された場合には、当該三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）から所定の表色系の色度座標に変
換する。
【００７６】
　ＲＧＢ値から三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）へ変換するには、公知の変換式を用いればよく、
測定時の条件等を考慮して公知の変換式から適当なものを選択すればよい。このような変
換式としては、例えば以下の式等が挙げられる。
Ｘ＝（ａx（Ｒ／２５５）γ＋ｂx（Ｇ／２５５）γ＋ｃx（Ｂ／２５５）γ）×１００
Ｙ＝（ａy（Ｒ／２５５）γ＋ｂy（Ｇ／２５５）γ＋ｃy（Ｂ／２５５）γ）×１００
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Ｚ＝（ａz（Ｒ／２５５）γ＋ｂz（Ｇ／２５５）γ＋ｃz（Ｂ／２５５）γ）×１００
　上の式は、ＲＧＢ値が２５６階調で測定される場合の式である。また、γはγ補正のた
めの係数であり、２．２乃至２．４が用いられる。ａ，ｂ，ｃについては係数である。
【００７７】
　三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）が測定又は算出された場合であって、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の色
度座標を算出する場合には以下のようにする。なお、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系は、現在最もよ
く用いられている表色系であり、１９７６年国際照明委員会（ＣＩＥ）で規格化されて、
ＪＩＳ（ＪＩＳＺ８７２８）においても採用されている。このＬ＊ａ＊ｂ＊表色系では、
明度をＬ＊で表し、色相及び彩度を示す色度をａ＊及びｂ＊で表す。図５に示すように、
＋ａ＊は赤方向を表し、－ａ＊は緑方向を表し、＋ｂ＊は黄色方向を表し、－ｂ＊は青方
向を表す。数値が大きくなるに従って色鮮やかになり、中心になるにつれてくすんだ色と
なる。なお、縦方向の＋Ｌ＊は白、－Ｌ＊は黒となる。Ｌ＊の原点における平面を図６に
示す。Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系では、角度は取り扱わないが、図６に示すように、原点を中心
とした角度で色相が表されるようになっている。
【００７８】
　三刺激値（Ｘ，Ｙ，Ｚ）が得られている場合には、Ｌ＊，ａ＊，ｂ＊の値は以下の式に
従って算出される。
Ｌ＊＝１１６×（Ｙ／Ｙn）1/3－１６）
ａ＊＝５００×（（Ｘ／Ｘn）1/3－（Ｙ／Ｙn）1/3）
ｂ＊＝２００×（（Ｙ／Ｙn）1/3－（Ｚ／Ｚn）1/3）
　ここで、Ｘn、Ｙn、Ｚnは、光源によって異なる定数である。
　例えば、Ｃ光源であれば、Ｘｎ＝９８．０７２、Ｙn＝１００．０００、Ｚn＝１１８．
２２５となる。また、Ｄ６５光源の場合には、Ｘｎ＝９５．０４５、Ｙn＝１００．００
０、Ｚn＝１０８．８９２となる。
【００７９】
　以下では、このＬ＊ａ＊ｂ＊表色系に変換することを前提として説明するが、例えばＬ
＊Ｃ＊Ｈ表色系を用いる場合もある。Ｌ＊Ｃ＊Ｈ表色系は、図５及び図６に示したＬ＊ａ
＊ｂ＊表色系と同じような空間であるが、Ｌ＊で明度を、Ｃ＊で彩度を、Ｈ＊で色相を表
している。図７で示すように、中心からの距離で彩度が表され、ａ＊軸からの反時計回り
の角度で色相が表される。なお、彩度は、中心に近づくほどくすんだ色になり、中心に近
づくほど鮮やかになる。
【００８０】
　Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系におけるＬ＊とＬ＊Ｃ＊Ｈ表色系におけるＬ＊は同じである。一方
、彩度Ｃ＊は、以下の式で表される。
Ｃ＊＝（（ａ＊）2＋（ｂ＊）2）1/2

【００８１】
　また、色相Ｈは、以下のように算出される。
ａ＊＞０，ｂ＊＞０の場合、Ｈ＝６０×atan(ｂ＊／ａ＊)
ａ＊＞０，ｂ＊＜０の場合、Ｈ＝３６０＋６０×atan(ｂ＊／ａ＊)
ａ＊＜０の場合、Ｈ＝１８０＋６０×atan(ｂ＊／ａ＊)
ａ＊＝０，ｂ＊＝０の場合、Ｈ＝０
ａ＊＝０，ｂ＊＞０の場合、Ｈ＝９０
ａ＊＝０，ｂ＊＜０の場合、Ｈ＝２７０
【００８２】
　端子Ａから続く図３Ｂの説明に移行して、次に情報処理部３は、尿試験紙１０２の各呈
色試験片の色度座標と、基準色色調表１５において対応する測定対象物質の各基準濃度（
例えばランク等）の色度座標との色差を算出し、例えばメインメモリ等の記憶装置に格納
する（ステップＳ２１）。
【００８３】
　図８に示すように、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系において色Ａと色Ｂの色差ΔＥ＊ａｂについて
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は、Ｌ＊方向の座標値の差ΔＬ＊、ａ＊方向の座標値の差Δａ＊、ｂ＊方向の座標値の差
Δｂ＊を用いて、以下のように算出される。
ΔＥ＊ａｂ＝［（ΔＬ＊）2＋（Δａ＊）2＋（Δｂ＊）2］1/2

　このように色差は、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系における距離として表されている。
【００８４】
　ステップＳ２１では、上の例では尿試験紙１０２に設けられている１１の呈色試験片の
各々について、全ての基準濃度（例えばランク等）との色差が算出される。例えば、５ラ
ンク規定されている場合には、５つの色差が算出される。
【００８５】
　そして、情報処理部３は、算出した色差に基づき、各呈色試験片について、最小の色差
となった基準濃度（例えばランク等）を暫定基準濃度（ランク）として特定する（ステッ
プＳ２３）。その後、呈色共存物質の存在又は異常発色による異常状態の発生の有無を確
認するための異常検出処理を実施する場合には（ステップＳ２５：Ｙｅｓルート）、情報
処理部３は、異常検出処理を実施する（ステップＳ２７）。この異常検出処理については
、図９Ａ乃至図９Ｄを用いて説明する。一方、ユーザの指示又は分析装置１００の設定と
して、異常検出処理を実施しない場合には（ステップＳ２５：Ｎｏルート）、ステップＳ
２３で特定された暫定基準濃度（ランク）を測定結果として入出力部１に出力し、入出力
部１は、測定結果を表示装置やプリンタなどによってユーザに対して出力する（ステップ
Ｓ３１）。
【００８６】
　異常検出処理は図９Ａに示すような流れで実施される。すなわち、ユーザの指示又は分
析装置１００の設定として第１次異常検出処理を実施する場合には（ステップＳ４１：Ｙ
ｅｓルート）、以下で説明する第１次異常検出処理を実施する（ステップＳ４３）。そし
て、第１次異常検出処理の処理結果が異常を表している場合には（ステップＳ４５：Ｙｅ
ｓルート）、以下で説明する第２次異常検出処理を実施する（ステップＳ４７）。一方、
第１次異常検出処理の処理結果が正常であれば（ステップＳ４５：Ｎｏルート）、元の処
理に戻る。また、第１次異常検出処理を実施しない場合には（ステップＳ４１：Ｎｏルー
ト）、ステップＳ４７に移行して第２次異常検出処理を実施する。ステップＳ４７で第２
次異常検出処理を実施すると、元の処理に戻る。
【００８７】
　第１次異常検出処理（図９Ｂ）では、例えばステップＳ２１で取得された色差を用いて
判定を行う。このようにすれば、試験紙に異常な呈色が生じている可能性についてユーザ
に警告することができるようになる。例えば、情報処理部３は、ステップＳ２３で特定さ
れた暫定基準濃度（ランク）に対応する色（最も色差の値が小さい基準色）と呈色試験片
の色（試験紙に現れる色）との色差（ステップＳ２１で算出された色差）が、閾値以下で
あるか否かを判断し（ステップＳ５１）、閾値を超える場合には異常と特定して（ステッ
プＳ５３）、元の処理に戻る。一方、閾値未満であれば第１次異常検出処理では正常と判
断して元の処理に戻る。このように、色差に応じた異常呈色状態の有無を判定することが
できる。
【００８８】
　なお、上記閾値は、例えば試料（尿）の色や試験紙（呈色試験片）、装置のロット間差
、試料の固体間差等を考慮して、実際の試料の測定（分析）値や基準（例えば色調表）等
の再現性データ等を基に適宜設定される。具体的には、例えば以下のようにして閾値を決
定すればよい。
【００８９】
　（再現性の検討）
　例えば以下により再現性データを検討して暫定閾値を決定する。
・尿試験紙で、各基準濃度（ランク）の試料を複数回測定する。
・色調表の各基準濃度（ランク）の色を複数回測定する。
・得られた試験紙の色と基準色との色差を算出し、これを例えば標準偏差（ＳＤ、２ＳＤ
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、３ＳＤ等）やレンジ（平均値、最小値、最大値等）を用いて統計処理して閾値の暫定閾
値を決定する。
【００９０】
　（試料の色の影響確認）
　試料（尿）の色に基づいて、必要であれば上記の暫定閾値を修正する。
・正常尿として出現する尿の尿色を測定して、上記暫定閾値への影響を検討する。
・検討結果により、必要であれば、暫定閾値を補正する。
　尚、試験紙（呈色試験片）、装置のロット間差、試料の固体間差等を考慮して、必要で
あれば更に閾値を補正する。
【００９１】
　また、第２次異常検出処理（図９Ｃ）では、情報処理部３は、チェック基準濃度（ラン
ク）の基準色（第２基準色）を、ステップＳ２１で算出された色差から特定する（ステッ
プＳ６１）。チェック基準濃度（ランク）の基準色は、暫定基準濃度（ランク）に隣接す
る基準濃度の基準色であって試験紙に現れる色との色差が小さい方の基準色である。例え
ば基準濃度が、離散的に、１，３，５，７と並ぶ場合に、暫定基準濃度が５であれば、基
準濃度３又は７のうち試験紙に現れる色との色差が小さい方の基準色が採用される。また
、暫定基準濃度が１であれば基準濃度３が、暫定基準濃度が７であれば基準濃度が５が、
それぞれ第２基準濃度として採用される。
【００９２】
　そして、情報処理部３は、例えば、ステップＳ１５又はＳ１９で取得された呈色試験片
の色（試験紙に現れた色）と、ステップ２３で特定された、暫定基準濃度（ランク）の基
準色（最も色差の値が小さい基準色）と、ステップＳ６１で特定されたチェック基準濃度
（ランク）の基準色（第２基準色）とを用いて、所定の判定値を算出し（ステップＳ６３
）、所定の判定値が閾値以下であるか否かを判断する（ステップＳ６５）。所定の判定値
が閾値を超える場合には、異常と特定して（ステップＳ６７）、元の処理に戻る。一方、
所定の判定値が閾値以下であれば、正常と判断して元の処理に戻る。このように、所定の
判定値が閾値以下か否かに応じて、異常呈色状態の有無を判定する。このように、チェッ
ク基準濃度（ランク）（第２基準色）を併せて考慮して異常呈色状態が発生していないか
判断することによって、妥当性の高い判定ができるようになる。
【００９３】
　尚、暫定基準濃度（ランク）と呈色試験片の色との色差を用いる第１次異常検出処理と
、呈色試験片の色と暫定基準濃度（ランク）とチェック基準濃度（ランク）とを用いる第
２次異常検出処理とを組み合わせて実施しても、またどちらか一方のみ実施してもよいが
、少なくとも呈色試験片の色と暫定基準濃度（ランク）の基準色とチェック基準濃度（ラ
ンク）の基準色とを用いる第２次異常検出処理を実施する方が好ましい。
【００９４】
　上で述べた所定の判定値としては、呈色試験片の色と暫定基準濃度（ランク）の基準色
とチェック基準濃度（ランク）の基準色の３つの色（の所定の表色系における座標）を基
に算出されるものである。
【００９５】
　このような判定値としては、より具体的には、（１）所定の表色系において、呈色試験
片の色（試験紙に現れる色）（の座標）から、暫定基準濃度（ランク）の基準色（最も色
差の値が小さい基準色）（の座標）とチェック基準濃度（ランク）の基準色（第２基準色
）（の座標）を通る直線への最短距離、（２）チェック基準濃度（ランク）の基準色（第
２基準色）と呈色試験片の色（試験紙に現れる色）との色差、（３）所定の表色系におい
て、呈色試験片の色（試験紙に現れる色）（の座標）と暫定基準濃度（ランク）の基準色
（最も色差の値が小さい基準色）（の座標）とを結ぶ直線と、呈色試験片の色（試験紙の
色）（の座標）とチェック基準濃度（ランク）の基準色（第２基準色）（の座標）とを結
ぶ直線の２つの直線で形成される角度、等が挙げられる。これらのなかでも（１）が好ま
しい。
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【００９６】
　なお、上記閾値は、例えば試料（尿）の色や試験紙（呈色試験片）、装置のロット間差
、試料の固体間差等を考慮して、実際の試料の測定（分析）値や基準（例えば色調表）等
の再現性再現性データ等を基に適宜設定される。具体的には、例えば以下のようにして閾
値を決定すればよい。
【００９７】
　（再現性の検討）
　例えば以下により再現性データを検討して暫定閾値を決定する。
・尿試験紙で、各基準濃度（ランク）、各基準濃度（ランク）間の濃度（ランク）の試料
を複数回測定する。
・色調表の各基準濃度（ランク）の色を複数回測定する。
・得られた試験紙の色と基準色との色差、及び上記異常判定の判定に使用する判定値（前
記距離、色差、角度等）を算出し、これらを例えば標準偏差（ＳＤ、２ＳＤ、３ＳＤ等）
やレンジ（平均値、最小値、最大値等）を用いて統計処理して閾値の暫定閾値を決定する
。
【００９８】
　（試料の色の影響確認）
　試料（尿）の色に基づいて、必要であれば上記の暫定閾値を修正する。
・正常尿として出現する尿の尿色を測定して、上記暫定閾値への影響を検討する。
・検討結果により、必要であれば、暫定閾値を補正する。
　尚、試験紙（呈色試験片）、装置のロット間差、試料の固体間差等を考慮して、必要で
あれば更に閾値を補正する。
【００９９】
　以下、図９Ｄを用いて、第２次異常検出処理において、呈色試験片の色（試験紙に現れ
る色）（の座標）から、暫定基準濃度（ランク）の基準色（最も色差の値が小さい基準色
）（の座標）とチェック基準濃度（ランク）の基準色（第２基準色）（の座標）を通る直
線への最短距離を判定値とする場合であって、さらに、暫定基準濃度（ランク）の基準色
とチェック基準濃度（ランク）の基準色との色差を用いる方法について説明する。
【０１００】
　情報処理部３は、ステップＳ６１と同様に、チェック基準濃度（ランク）の基準色（第
２基準色）を、ステップＳ２１で算出された色差から特定する（ステップＳ７１）。そし
て、基準色間の色差が算出済みである場合（従前の処理において暫定基準濃度（ランク）
の基準色とチェック基準濃度（ランク）の基準色との色差が算出され、当該色差の値を保
持している場合と、基準色間の色差の変動は大きくないので計算し直すことがなく予め保
持している色差の値を用いる場合とを含む）には（ステップＳ７３：Ｙｅｓルート）、ス
テップＳ７７に移行し、そうでない場合には（ステップＳ７３：Ｎｏルート）、暫定基準
濃度（ランク）の基準色の色度座標及びチェック基準濃度（ランク）の基準色の色度座標
とを用いて、暫定基準濃度（ランク）の基準色とチェック基準濃度（ランク）の基準色と
の色差を算出し、例えばメインメモリ等の記憶装置に格納する（ステップＳ７５）。ステ
ップＳ２１と同様の処理を実施する。
【０１０１】
　尚、後に述べるように、最短距離を判定値とする場合であって、暫定基準濃度（ランク
）の基準色とチェック基準濃度（ランク）の基準色との色差に加え、暫定基準濃度（ラン
ク）と呈色試験片の色（試験紙に現れる色）との色差及びチェック基準濃度（ランク）の
基準値と呈色試験片の色（試験紙に現れる色）との色差を用いることなく、他の情報（例
えば、角度、外接円の半径、内接円の半径等）から判定値たる最短距離を算出させる場合
には、ステップＳ７１において、代わりに当該他の情報を算出すればよい。
【０１０２】
　また、上記の最短距離を算出するにあたって、暫定基準濃度（ランク）の基準色とチェ
ック基準濃度（ランク）の基準色との色差以外に、暫定基準濃度（ランク）と呈色試験片
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の色との色差及びチェック基準濃度（ランク）の基準値と呈色試験片の色との色差を除く
、他の情報（例えば、角度、外接円の半径、内接円の半径等）が必要な場合には、ステッ
プＳ７１において、暫定基準濃度（ランク）の基準色とチェック基準濃度（ランク）の基
準色との色差の算出と同時に、または当該色差の算出の前又は後に、必要な情報を算出す
ればよい。
【０１０３】
　さらに、所定の表色系における、呈色試験片の色（試験紙に現れる色）と暫定基準濃度
（ランク）の基準色とチェック基準濃度（ランク）の基準色の３つの色（の座標）から、
上記の最短距離を算出する場合には、ステップＳ７１を実施する必要はない。
【０１０４】
　その後、情報処理部３は、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の空間において、尿試験紙１０２の呈色
試験片の色（の座標）から、暫定基準濃度（ランク）の基準色（の座標）とチェック基準
濃度（ランク）の基準色（の座標）とを通る直線への最短距離ｈを算出し、例えばメイン
メモリ等の記憶装置に格納する（ステップＳ７７）。最短距離ｈは、言い換えれば、所定
の表色系において、（１）最も色差の値が小さい基準色と（２）試験紙に現れる色と（３
）第２基準色とを頂点として構成される三角形の、試験紙に現れる色から対辺又はその延
長線に引いた垂線の長さである。
【０１０５】
　上記のような最短距離を算出する方法としては、呈色試験片の色と暫定基準濃度（ラン
ク）の基準色とチェック基準濃度（ランク）の基準色との３つの色（の座標）を基に算出
することができるものであればよい。このような算出方法としては、例えば以下の方法が
挙げられるが、これらに限定されるわけではない。
【０１０６】
（ａ）(i)試験紙に現れる色（例えば図１０の頂点Ａ）と最も色差の値が小さい基準色（
例えば図１０の頂点Ｃ）との色差、(ii)試験紙に現れる色と第２基準色（例えば図１０の
頂点Ｂ）との色差、及び(iii)最も色差の値が小さい基準色と第２基準色との色差、即ち
、所定の表色系において３つの色を頂点（図１０の頂点Ａ，Ｂ，Ｃ）とする三角形（図１
０の三角形ＡＢＣ）の三辺（図１０の辺ＡＢ，辺ＢＣ，辺ＣＡ）の長さ（長さｌ、ｎ、ｍ
）から、例えばヘロンの公式等を用いて上記の最短距離（垂線の長さ）を算出する。これ
については後に詳述する。
【０１０７】
（ｂ）試験紙に現れる色（例えば図１０の頂点Ａ）の対辺（最も色差の値が小さい基準色
と第２基準色との色差。例えば図１０の辺ＢＣ）を底辺とする三角形（図１０の三角形Ａ
ＢＣ）において、底辺以外の何れか一辺の長さ（例えば図１０の辺ＡＢの長さｌ又は辺Ａ
Ｃの長さｍ）と当該辺と底辺とで形成される角度（角ＡＢＣ又は角ＡＣＢ）とから、三角
関数を用いて上記の最短距離（垂線の長さ）を算出する。例えば、下記式により算出でき
る。
・［試験紙に現れる色と第２基準色との色差（例えば図１０の辺ＡＢの長さｌ）］×ｓｉ
ｎ（試験紙に現れる色と第２基準色とを通る直線（例えば図１０の辺ＡＢ）と第２基準色
と最も色差の値が小さい基準色とを通る直線（例えば図１０の辺ＢＣ）とで形成される角
度（例えば図１０の角ＡＢＣ））
・［試験紙に現れる色と最も色差の値が小さい基準色との色差（例えば図１０の辺ＡＣの
長さｍ）］×ｓｉｎ（試験紙に現れる色と最も色差の値が小さい基準色とを通る直線（例
えば図１０の辺ＡＣ）と第２基準色と最も色差の値が小さい基準色とを通る直線（例えば
図１０の辺ＣＢ）とで形成される角度（例えば図１０の角ＡＣＢ））
【０１０８】
（ｃ）試験紙に現れる色の対辺（最も色差の値が小さい基準色と第２基準色との色差。例
えば図１０の辺ＢＣ。）を底辺とする三角形（例えば図１０の三角形ＡＢＣ）において、
当該底辺とその両端の角度（例えば図１０の角ＡＢＣ及び角ＡＣＢ）とから、三角関数を
用いて上記の最短距離（垂線の長さ）を算出する。例えば、下記式により算出できる。
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・ｔａｎ（試験紙に現れる色と第２基準色とを通る直線（例えば図１０の辺ＡＢ）と第２
基準色と最も色差の値が小さい基準色とを通る直線（例えば図１０の辺ＢＣ）とで形成さ
れる角度（例えば図１０の角ＡＢＣ）×ｔａｎ（試験紙に現れる色と最も色差の値が小さ
い基準色とを通る直線（例えば図１０の辺ＡＣ）と第２基準色と最も色差の値が小さい基
準色とを通る直線（例えば図１０の辺ＢＣ）とで形成される角度（例えば図１０の角ＡＣ
Ｂ））／［ｔａｎ（試験紙に現れる色と第２基準色とを通る直線（例えば図１０の辺ＡＢ
）と第２基準色と最も色差の値が小さい基準色とを通る直線（例えば図１０の辺ＢＣ）と
で形成される角度（例えば図１０の角ＡＢＣ））＋ｔａｎ（試験紙に現れる色と最も色差
の値が小さい基準色とを通る直線（例えば図１０の辺ＡＣ）と第２基準色と最も色差の値
が小さい基準色とを通る直線（例えば図１０の辺ＣＢ）とで形成される角度（例えば図１
０の角ＡＣＢ））］×（最も色差の値が小さい基準色と第２基準色との色差（例えば図１
０の辺ＢＣの長さｎ））
【０１０９】
（ｄ）試験紙に現れる色の対辺（最も色差の値が小さい基準色と第２基準色との色差。例
えば図１０の辺ＢＣ。）を底辺とする三角形において、当該三角形の外接円の半径（Ｒ）
と底辺以外の２つの辺の長さ（例えば図１０のｌ及びｍ）とから、上記の最短距離（垂線
の長さ）を算出する。例えば、下記式により算出できる。
・［（試験紙に現れる色と最も色差の値が小さい基準色との色差（例えば図１０の辺ＡＣ
の長さｍ））×（試験紙に現れる色と第２基準色との色差（例えば図１０の辺ＡＢの長さ
ｌ））］／２Ｒ
【０１１０】
（ｅ）３つの色、即ち、所定の表色系において、（１）最も色差の値が小さい基準色と（
２）試験紙に現れる色と（３）第２基準色のそれぞれの座標から、上で述べた最短距離（
垂線の長さ）を算出する。例えば、下記式により算出できる。
｜{（ｘ１－ｘ３）×（ｙ２－ｙ３）－（ｘ２－ｘ３）×（ｙ１－ｙ３）}｜／{（ｘ１－
ｘ３）２＋（ｙ１－ｙ３）２}1/2

　なお、最も色差の値が小さい基準色の座標（ｘ１，ｙ１）、試験紙に現れる色の座標（
ｘ２，ｙ２）、第２基準色の座標（ｘ３，ｙ３）とする。
【０１１１】
（ｆ）試験紙に現れる色の対辺（最も色差の値が小さい基準色と第２基準色との色差。例
えば図１０の辺ＢＣ）を底辺とする三角形（例えば図１０の三角形ＡＢＣ）において、当
該三角形の内接円の半径（ｒ）と３つの辺の長さとから、上で述べた最短距離（垂線の長
さ）を算出する。例えば、下記式により算出できる。
・［ｒ×（試験紙に現れる色と最も色差の値が小さい基準色との色差（例えば図１０の辺
ＡＣの長さｍ）＋試験紙に現れる色と第２基準色との色差（例えば図１０の辺ＡＢの長さ
ｌ）＋最も色差の値が小さい基準色と第２基準色との色差（例えば図１０の辺ＢＣの長さ
ｎ））］／最も色差の値が小さい基準色と第２基準色との色差（例えば図１０の辺ＢＣの
長さｎ）
　尚、上記以外にも、ベクトルを用いる方法、行列式を用いる方法等があるが、これらも
使用可能である。
【０１１２】
　上で述べた最短距離（垂線の長さ）を算出方法のうち、（１）三角形の三辺の長さから
、最短距離（垂線の長さ）ｈを算出する方法について、更に詳細に説明する。
【０１１３】
　既に上でも参照しているように、Ａを呈色試験片の色、Ｃを暫定基準濃度（ランク）の
色、Ｂをチェック基準濃度（ランク）の色とすると、図１０のような三角形ＡＢＣを描く
ことができる。この三角形の辺ＡＢの長さｌと、辺ＡＣの長さｍは、ステップＳ２１で算
出された色差に等しい。また、辺ＢＣの長さｎは、ステップＳ７５で算出された色差に等
しい。
【０１１４】
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　そしてヘロンの公式に従えば、この三角形の面積Ｓは、以下のとおりである。
【数１】

【０１１５】
　そして、点Ａから辺ＢＣに下ろした垂線の長さ（高さ又は最短距離）ｈとすると、三角
形の面積Ｓは、以下の式でも算出できる。
 Ｓ＝１／２×ｎ×ｈ
　この式と（１）色とから、以下のように長さ（高さ又は最短距離）ｈを求めることがで
きる。

【数２】

【０１１６】
　そして、情報処理部３は、このように算出された長さｈ（高さ又は最短距離）と予め定
められている閾値とを比較して、ｈが閾値以下であるか判断する（ステップＳ７９）。ｈ
が閾値以下である場合には、暫定基準濃度（ランク）が妥当であると判断して元の処理に
戻る。
【０１１７】
　一方、ｈが閾値を超える場合には、呈色共存物質の影響を受けているか、異常発色が発
生していると判断して、異常と特定し（ステップＳ８１）、元の処理に戻る。
【０１１８】
　図９Ａ乃至図９Ｄの処理は、全ての測定対象物質について実施する。
【０１１９】
　このような長さ（高さ又は最短距離）ｈは、三角形の辺ｌ及びｍが長くなってしまって
いる、すなわち呈色試験片の色が、正常に発色した場合に出現する色、言い換えれば、暫
定基準濃度（ランク）の色及びチェック基準濃度（ランク）の色の間に存在する色から乖
離した場合には、大きな値となる。従って、このような不適切な状態を検出することによ
って、異常を特定するものである。
【０１２０】
　図３Ｂの説明に戻って、情報処理部３は、ステップＳ２７で異常が特定されたか判断す
る（ステップＳ２９）。もし、異常が特定されていない場合には（ステップＳ２９：Ｎｏ
ルート）、情報処理部３は、メモリに試験紙１０２のＩＤに対応して基準濃度（ランク）
を測定結果として格納すると共に、暫定基準濃度（ランク）を測定結果として入出力部１
に出力し、入出力部１は測定結果を表示装置やプリンタによってユーザに対して出力する
（ステップＳ３１）。一方、異常が特定された場合には（ステップＳ２９：Ｙｅｓルート
）、情報処理部３は、メモリに試験紙１０２のＩＤに対応して参考基準濃度（ランク）と
して暫定基準濃度（ランク）を格納すると共に、異常を検出した旨のデータ及び参考基準
濃度（ランク）として暫定基準濃度（ランク）を入出力部１に出力し、入出力部１は異常
を検出した旨のデータ及び参考基準濃度（ランク）として暫定基準濃度（ランク）を表示
装置やプリンタによってユーザに対して出力する（ステップＳ３３）。ステップＳ１７乃
至Ｓ３３については、各呈色試験片について実施する。なお、この後に例えば情報処理部
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３の指示に応じて搬送機構９が試験紙１０２を廃棄部２１に移動させるような動作も行わ
れる。但し、本動作も必須ではない。
【０１２１】
　このような処理を実施すれば、人間が各呈色試験片について色調表と比較してランク判
定を行うのと同様の比較を、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系等の所定の表色系において実施するため
、人間のランク判定結果との乖離を低減することができる。また、分析装置１００によっ
て行うため、人間によるばらつき、照明光などの環境のばらつきをも抑えることができる
ようになる。
【０１２２】
　さらに、呈色共存物質又は異常発色共存物質による影響があっても、上で述べた異常検
出処理によってユーザに対して適切に警告を出すこともできるようになる。さらに、ユー
ザによって尿試験紙１０２自体については変更することを前提としていないので、ユーザ
が分析装置１００の判定結果を容易に検証することができる。
【０１２３】
　また、従来と同じ尿試験紙１０２を用いるので、システム全体の開発負担も低減されて
いる。特に現在使用されている尿試験紙１０２については、長年の使用によって信頼性が
高くなっており、それを使用し続けて自動化が図られ、安定且つ信頼性の高い判定が行わ
れれば非常に有用である。
【０１２４】
　以上本発明の一実施の形態を説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例
えば、図３Ａ及び３Ｂの処理フローは、一例であって、ステップＳ５及びＳ１１について
は、ステップＳ１５の後ろで実施しても良い。上でも述べたが、必ずしも毎回ステップＳ
１乃至ステップＳ１１を実施せずとも良い。
【０１２５】
　また、上の例ではＲＧＢ値から三刺激値を介してＬ＊ａ＊ｂ＊の値を算出するような例
を示したが、ＲＧＢ値から直接Ｌ＊ａ＊ｂ＊の値を算出するようにしても良い。
【０１２６】
　言うなれば、本発明において、測定される呈色試験片の色や基準濃度の基準色における
色度座標は、最終的に色差を算出することができる表色系における座標値に変換し得るも
のであればよい。すなわち、当該色度座標は、色差を算出することができる表色系におけ
る座標値そのものであっても、色差を算出することができる表色系における座標値に直接
変換し得るものであっても、或いは２回以上の変換を行うことにより色差を算出すること
ができる表色系における座標値に変換し得るものであってもよい。このような色度座標と
しては、例えばＸＹＺ表色系（ＣＩＥ１９３１表色系）、Ｘ10Ｙ10Ｚ10表色系（ＣＩＥ１
９６４表色系）、Ｌ＊ｕ＊ｖ＊表色系（ＣＩＥ１９７６）、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系（ＣＩＥ
１９７６）、Ｌ＊Ｃ＊Ｈ、ハンターＬａｂ表色系（ＣＩＥ１９９４）等の混色系における
色度座標が挙げられる。尚、これらの色度座標から色差を算出することができる表色系に
おける座標値への変換は、自体公知の変換方法により実施すればよい。
【０１２７】
　また、より細かい基準濃度及び対応する色を設定することによって、半定量、定量測定
が可能となる。
【０１２８】
　尚、本発明の測定（分析）方法は、試験紙の呈色状態のランク判定を人間による判定、
人間による判定との乖離を低減させつつ自動的に実施し得るもの、及び試験紙に異常な呈
色が生じているか否かを自動的に判断することができるものであり、その構成要件、具体
例、好ましい態様等は上で述べたとおりである。また、測定（分析）方法の物理的な測定
部分、即ち情報処理部３が実行する処理の部分については、コンピュータプログラム及び
コンピュータハードウエアの組み合わせで実施される場合もあれば、専用の半導体チップ
などによって実装される場合もある。
【０１２９】
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［実施例１］
　健常者から採取した正常プール尿に図１１（ａ）の試料番号１乃至６に示すような濃度
となるように蛋白質を添加して試料を調製し、尿試験紙１０２にこれらの試料を供給して
呈色させた後、色彩・色差計でＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の色度座標を測定すると、同じく図１
１（ａ）に示すような値が得られる。なお、試料番号１については「－」というランクに
該当し、試料番号２については「±」というランクに該当し、試料番号３については「＋
」というランクに該当し、試料番号４については「２＋」に該当し、試料番号５について
は「３＋」に該当し、試料番号６については「４＋」に該当する。
【０１３０】
　ここで図４（ａ）に示すように、基準色色調表１５における各基準濃度（ランク等）の
色座標値が用意されているとすると、色差は、図１１（ｂ）に示すようになる。試料番号
１については、「－」というランクが最小色差となっている。試料番号２については、「
±」というランクが最小色差となっている。試料番号３については、「＋」というランク
が最小色差となっている。試料番号４については、「２＋」というランクが最小色差とな
っている。試料番号５については、「３＋」というランクが最小色差となっている。試料
番号６については、「４＋」というランクが最小色差となっている。従って、それぞれ最
小色差のランクが暫定基準濃度（ランク）となる。
【０１３１】
　一方、試料番号１については、「±」というランクがチェック基準濃度（ランク）とし
て特定される。試料番号２については、「－」というランクがチェック基準濃度（ランク
）として特定される。試料番号３については、「±」というランクがチェック基準濃度（
ランク）として特定される。試料番号４については、「３＋」というランクがチェック基
準濃度（ランク）として特定される。試料番号５については、「４＋」というランクがチ
ェック基準濃度（ランク）として特定される。試料番号６については、「３＋」というラ
ンクがチェック基準濃度（ランク）として特定される。
【０１３２】
　なお、図１１（ｂ）においては、ステップＳ７５で算出される暫定基準濃度（ランク）
の色とチェック基準濃度（ランク）の色の色差も示されている。
【０１３３】
　そして異常検出処理で特定される三角形の辺の長さｍ，ｎのそれぞれが算出され、高さ
ｈが最終的に算出され、図１１（ｃ）に示すようになる。例えば１０を閾値とすると、全
て閾値以下となっていることが分かる。従って、元々の試料の調製の通りに図１１（ｄ）
に示す判定がなされる。なお、図１１（ａ）乃至（ｄ）に格納されたデータは、情報処理
部３内のメモリに格納される。
【０１３４】
［実施例２］
　健常者から採取した正常プール尿に図１２（ａ）の試料番号１乃至４に示すような濃度
となるようにヘモグロビンを添加して試料を調製し、尿試験紙１０２にこれらの試料を供
給して呈色させた後、イメージセンサで撮像してＲＧＢ値を取得し、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系
の色度座標を算出すると、同じく図１２（ａ）に示すような値が得られる。なお、試料番
号１については「－」というランクに該当し、試料番号２については「＋」というランク
に該当し、試料番号３については「２＋」というランクに該当し、試料番号４については
「３＋」に該当する。
【０１３５】
　ここで図４（ｂ）に示すように、基準色色調表１５における各基準濃度（ランク等）の
色座標値が用意されているとすると、色差は、図１２（ｂ）に示すようになる。試料番号
１については、「－」というランクが最小色差となっている。試料番号２については、「
＋」というランクが最小色差となっている。試料番号３については、「２＋」というラン
クが最小色差となっている。試料番号４については、「３＋」というランクが最小色差と
なっている。
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【０１３６】
　一方、試料番号１については、「＋」というランクがチェック基準濃度（ランク）とし
て特定される。試料番号２については、「２＋」というランクがチェック基準濃度（ラン
ク）として特定される。試料番号３については、「＋」というランクがチェック基準濃度
（ランク）として特定される。試料番号４については、「２＋」というランクがチェック
基準濃度（ランク）として特定される。
【０１３７】
　なお、図１２（ｂ）においては、ステップＳ７５で算出される暫定基準濃度（ランク）
の色とチェック基準濃度（ランク）の色の色差も示されている。
【０１３８】
　そして異常検出処理で特定される三角形の辺の長さｍ，ｎのそれぞれが算出され、高さ
ｈが最終的に算出され、図１２（ｃ）に示すようになる。例えば１０を閾値とすると、全
て閾値以下となっていることが分かる。従って、元々の試料の調製の通りに図１２（ｄ）
に示す判定がなされる。なお、図１２（ａ）乃至（ｄ）に格納されたデータは、情報処理
部３内のメモリに格納される。
【０１３９】
［実施例３］
　健常者から採取した正常プール尿に図１３（ａ）の試料番号１乃至５に示すようなｐＨ
値となるように，０．１Ｍリン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ５乃至８について）又は０．１
Ｍホウ酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ９について）で試料を調製し、尿試験紙１０２にこれら
の試料を供給して呈色させた後、色彩・色差計でＬ＊ａ＊ｂ＊表色系の色度座標を測定す
ると、同じく図１３（ａ）に示すような値が得られる。なお、試料番号１については「５
」というランクに該当し、試料番号２については「６」というランクに該当し、試料番号
３については「７」というランクに該当し、試料番号４については「８」に該当し、試料
番号５については「９」に該当する。
【０１４０】
　ここで図４（ｃ）に示すように、基準色色調表１５における対応する基準ｐＨ値の色座
標値が用意されているとすると、色差は、図１３（ｂ）に示すようになる。試料番号１に
ついては、「５」というランクが最小色差となっている。試料番号２については、「６」
というランクが最小色差となっている。試料番号３については、「７」というランクが最
小色差となっている。試料番号４については、「８」というランクが最小色差となってい
る。試料番号５については、「９」というランクが最小色差となっている。従って、それ
ぞれ最小色差のランクが暫定基準濃度（ランク）となる。
【０１４１】
　一方、試料番号１については、「６」というランクがチェック基準濃度（ランク）とし
て特定される。試料番号２については、「５」というランクがチェック基準濃度（ランク
）として特定される。試料番号３については、「８」というランクがチェック基準濃度（
ランク）として特定される。試料番号４については、「９」というランクがチェック基準
濃度（ランク）として特定される。試料番号５については、「８」というランクがチェッ
ク基準濃度（ランク）として特定される。
【０１４２】
　なお、図１３（ｂ）においては、ステップＳ７５で算出される暫定基準濃度（ランク）
の色とチェック基準濃度（ランク）の色の色差も示されている。
【０１４３】
　そして異常検出処理で特定される三角形の辺の長さｍ，ｎのそれぞれが算出され、高さ
ｈが最終的に算出され、図１３（ｃ）に示すようになる。例えば１０を閾値とすると、全
て閾値以下となっていることが分かる。従って、元々の試料の調製の通りに図１３（ｄ）
に示す判定がなされる。なお、図１３（ａ）乃至（ｄ）に格納されたデータは、情報処理
部３内のメモリに格納される。
【０１４４】
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　以上の例を見ても、本実施の形態を実施すれば、実態に則したランク判定を行うことが
できる。よって、人間の目によるランク判定との乖離も最小限に抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】本発明の実施の形態に係る分析装置の機能ブロック図である。
【図２】（ａ）は本発明の実施の形態に係る尿試験紙の上面図であり、（ｂ）はその側面
図である。
【図３Ａ】本発明の実施の形態に係るメインの処理フロー（第１の部分）を示す図である
。
【図３Ｂ】本発明の実施の形態に係るメインの処理フロー（第２の部分）を示す図である
。
【図４】（ａ）は蛋白質についての色調表の各ランクの色度座標を表し、（ｂ）は潜血に
ついての色調表の各ランクの色度座標を表し、（ｃ）はｐＨについての色調表の各ランク
の色度座標を表す図である。
【図５】Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系を説明するための図である。
【図６】Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系を説明するための図である。
【図７】Ｌ＊Ｃ＊Ｈ＊表色系を説明するための図である。
【図８】色差を説明するための図である。
【図９Ａ】異常検出処理の処理フローを示す図である。
【図９Ｂ】異常検出処理の処理フローを示す図である。
【図９Ｃ】異常検出処理の処理フローを示す図である。
【図９Ｄ】異常検出処理の処理フローを示す図である。
【図１０】異常検出処理を説明するための図である。
【図１１】（ａ）乃至（ｄ）は、第１の実施例を説明するための図である。
【図１２】（ａ）乃至（ｄ）は、第２の実施例を説明するための図である。
【図１３】（ａ）乃至（ｄ）は、第３の実施例を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１４６】
１　入出力部　　３　情報処理部
５　光源　　７　検出部
９　搬送機構　　１１　試験紙載置部
１３　白色校正用白色板　　１５　基準色色調表
１７　光学系　　１９　洗浄機構　　２１　廃棄部
１００　分析装置　　１０２　試験紙
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【図９Ｃ】 【図９Ｄ】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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